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第２９回 国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部 

 

令和３年６月１０日 

 

大臣指示 

 

○ 本日開催された政府の「新型コロナウイルス感染症対策本部」

において、群馬県、石川県及び熊本県におけるまん延防止等重点

措置について、６月１３日をもって終了することが決定されまし

た。 
 

○ 緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域においては、

Ｂ．１．１．７系統の変異株に置き換わったと推定されることを

踏まえ、引き続き、日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛等

が求められ、感染防止等の徹底に取り組むこととされています。       

そのため、私からは、５月２８日付けで指示した各種の取組に

ついて、当面、その実施を継続し、感染拡大の防止に万全を期す

ことを改めて指示いたします。 
 

〇 引き続き、職員一人一人が、国家公務員としての高い自覚と緊

張感をもって業務に励むとともに、感染予防対策や体調管理を徹

底して下さい。 
 

〇 国民の生命と暮らしを守るためには、何としても６月２０日ま

でに感染収束を図らなければいけないと考えております。改めて、

省としてそのような思いを１つにしてしっかり対応していきたい

と思います。 
 
○ 私からは以上です。 

 


